
どんなことでも、お気軽にご相談ください！
問い合わせ  市民協働課 市民協働係（協働のまちづくり支援センター内）　☎2036　0170
 〒932-0231　南砺市山見1739-2　井波コミュニティプラザアスモ２階　　
 ★定休日は、火曜日と第４月曜日　★営業時間は１０時～２１時です。　　

市民協働課 からのお知らせ　

　まちづくりには、きっかけとなる“思いつき”や“突
拍子もない考え”といったスタート部分を大切にし、
気軽に取り組めるようにすることが重要です。
　思いついただけではなく、行動を起こしてはじめ
て地域が変わるきっかけが生まれます。いきなり各種
の事業への応募ではなく、とりあえず「ちょっとだけ
勉強してみよう」。このような“きっ
かけ”の支援を目的に補助します。

対　象
　自治振興会・町内会・自治会・集落及び市民団体
が行うまちづくりに関する勉強会　

　※�ただし、別の目的のための会議などに付随しての
勉強会は対象外です。

対象となる勉強会の内容
・防犯、防災、福祉等の安心安全なまちづくり
・地域資源を活かしたコミュニティビジネス
・伝統文化の保全や復活
・少子高齢化の対策
・地域資源を活かしたまちづくり
・環境保全、美化活動
・その他地域の活性化を図るもの

補助金額・補助率
　講師謝金、講師旅費が対象です。
　上限 5万円（年 1回のみ）
　補助率　100％

募集期間 　随時

募集団体数 　１０団体（先着順）

募集方法と選考 　採択申請書を提出、書類選考

地域の課題解決の取り組みを支援します！

実施地区・団体を募集します!!
　南砺市では、地域の課題を自分たちの力で解決するために『協働のまちづくりモデル事業』
を設けています（広報なんと４月号を参照してください）。
　平成２６年度からは、気軽に地域で課題解決に取り組むスタートを支援するために『ちょっと
だけ勉強会事業』と、持続可能で自立したまちづくりの取り組みを後押しする『協働のまちづくり
チャレンジ事業』を新たに追加しました。多数のご応募をお待ちしています。

ちょっとだけ勉強会事業

協働のまちづくりチャレンジ事業

思い立ったら『すぐ電話！』

自立に向けた取り組みにチャレンジ!!

新規

新規

　持続可能で自立したまちづくりを目指してビジネスの手法を用いて行う事業を支援します。機械購入な
どハード的な使用も可能です。

対　象 � ①�協働のまちづくりモデル事業を実施した団
体もしくは実施中の団体

� ②�住民自治組織もしくはそれらが認める５名
以上で組織される団体

対象事業
・防犯、防災、福祉等の安心安全なまちづくり事業
・地域資源を活かしたコミュニティビジネス事業
・伝統文化の保全や復活事業
・少子高齢化の対策事業
・地域資源を活かしたまちづくり事業
・環境保全、美化活動事業
・その他地域の活性化を図る事業

補助金額・補助率
　80％補助で上 200万円
　※単年度事業です。

募集期間 　５月３１日（土）まで

募集団体数
　対象の①②ともに各１団体（計２団体）

募集方法 　事業実施採択申請書を提出

選考方法
　６月中旬開催予定の選考委員会において申請
内容をプレゼンテーションしていただきます。
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